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特別試験研究費の額の認定手続に関する要領 

 

１. 概要 

この要領は、租税特別措置法施行規則（昭和３２年大蔵省令第１５号）に基づき国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）が行う特別試験研究費の額の認定

に関し、必要な手続を定めるものである。 

 

２. 特別試験研究費の額 

租税特別措置法その他の関係法令の規定により共同研究契約又は受託研究契約の契約当

事者（法人又は個人。以下、「申請者」という。）の申請に基づき、機構が認定する特別試験研

究費の額は、以下の費用の額とする。 

（１） 法人においては、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研

究費の額のうち、共同研究又は受託研究を行うために要した費用の額（当該研究契約に

おいて、当該申請者が負担することとされている費用に限る。） 

（２） 個人においては、各年分の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入される試

験研究費の額のうち、共同研究又は受託研究を行うために要した費用の額（当該研究契

約において、当該申請者が負担することとされている費用に限る。） 

 

３. 申請に必要な書類 

申請する場合は、次の書類を提出すること。 

（１） 認定申請書（経済産業省が指定する様式） 

対象となる契約及び申請者の別に応じた特別試験研究費認定申請書 ２部 

（２） 添付書類（共同研究の場合） 

①当該申請に係る共同研究のために支出した金額の積算内訳を記載した書類及びこれ

を確認できる書類の写し並びに申請内容が適正であることについて説明する書面 

② 当該申請に係る共同研究契約の相手方の当該申請に係る事業年度（当該相手方が

個人に該当する場合にあっては、その年分）の試験研究費の額のうち当該共同研究に

要した費用の額（当該費用の額に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合

には、当該金額を控除した金額）の積算内訳を記載した書類 

③ 当該申請に係る共同研究契約に係る契約書の写し 

（３） 添付書類（受託研究の場合） 

① 機構から提出された研究終了時における当該申請に係る受託研究の報告書（当該

研究に要した費用の額及びその明細並びに支出金額が確認できるものに限る。）の写し 

② 当該申請に係る受託研究契約に係る契約書の写し 

 



４. 書類提出先 

〒319-1112 

茨城県那珂郡東海村村松4番地49 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

研究開発推進部 研究協力課 

E-mail：renkei.kenkyu@jaea.go.jp 

 

５. 提出期限 

申請者の事業年度（個人の場合はその年をいう。）の終了の日の翌日から原則として一月を

経過する日までに申請しなければならない。ただし、正当な事由があると認められるときは、

期限を超過した場合でも申請を受け付けることができる。 

 

６. 認定 

認定申請書１通に次の各号に掲げる事項を記載した書類を認定書として交付する。 

（１） 認定した日 

（２） 認定番号 

（３） 認定した特別試験研究費の額 

 

７. 変更の届出及び変更認定書の交付 

（１）認定書に記載された事項又は申請書類の内容に変更があったときは、遅滞なく、認定

書の交付を受けた申請者からその旨を機構に届け出るものとする。 

（２） 機構は、当該届出があった場合において、認定に係る事項を変更する必要があると

認めるときは、当該認定に係る認定書の返還を求め、所要の変更を行った上で、これを変

更認定書として申請者に交付する。 

 

８. 認定の取り消し 

機構は、認定を受けた申請者が、当該申請若しくは変更届出に際して虚偽の記載があった

場合又は変更の届出を怠った場合は、当該認定を取り消し、当該認定に係る認定書の返還

を求めることができる。 

以上 


